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京都府中小企業団体中央会

ありがとう　簡単そうで　難しい　言えるあなたは　すばらしい
京都人権啓発推進会議／京都府中小企業団体中央会

「インボイス制度開始後の変更点や対応策」セミナーを開催
令和６年８月８日（木）、京都経済センターにおいて「インボイス制度開始後の変更点や対応策」セミナーを開
催した。
令和５年10月よりインボイス制度（適格請求書等保存方式）が開始され半年が経過し、その間に負担軽減措置（小
規模事業者に係る税額控除に関する経過措置・少額な返還インボイスの交付義務免除等）や令和６年度の税制改正
によりインボイス制度の見直し等があり、今回のセミナーでは、実務対応面を中心に改めてインボイス制度の概要
と見直された箇所について、あおい税理士法人木村剛士氏にわかりやすく解説して頂いた。今回のセミナーで、「よ
り理解を深められた」という意見や「自分の理解と違うところもあり参考になった」との感想に加え、木村剛士氏
には事前に寄せられていた質問に加え、個別相談等にも応じて頂き大変好評を博した。
今回のセミナーを通して、参加者にとっては改めてインボイス制度の理解を深められたほか、変更点や対応策に
ついて必要な諸知識を得ることが出来、非常に有意義なセミナーとなった。
※本会では、制度改正に関する諸課題を解決するために専門家派遣支援を実施しておりますので、各担当までご相
談ください。

インボイス制度に関する主な税制の見直しについて
令和５年度　税制改正関係 令和６年度　税制改正関係

①　�小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
　　（2割特例）
②　�一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措
置　（少額特例）

③　少額な返還インボイスの交付義務免除

①　�自動販売機特例・回収特例が適用される取引にお
ける帳簿記載事項の省略

　・自動販売機特例について
　・回収特例について
②　�ETC料金のインボイス保存の柔軟化

〇インボイス制度の詳細についてはこちらをご参照ください（国税庁HP）
　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
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特　集
育児・介護休業法、次世代育成支援
対策推進法改正ポイントについて

　令和６年５月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法（次世代法）が改正されました。法改正により、
次世代法の有効期限が令和17年3月31日までに再延長され、次世代育成支援対策の推進・強化が図られます。全
企業が対象となります。令和７年４月１日より段階的に施行されます。

Ⅰ：育児・介護休業法の改正ポイント
①柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります

施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める日

　●３歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置
　●事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

・事業主は、�・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日／月)　���������　フルタイムでの柔軟な働き方
・保育施設の設置運営等　　　��������※テレワーク等と新たな休暇は、原則時間単位で取得�
・新たな休暇の付与(10日／年)　　　　�可とする。詳細は省令。
・短時間勤務制度

　の中から２以上の制度を選択して措置する必要があります。（※各選択肢の詳細は省令等）
・労働者は、事業主が講じた措置の中から１つを選択して利用することができます。
・事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
・個別周知・意向確認の方法は、今後、省令により、面談や書面交付等とされる予定です。

②所定外労働の制限（残業免除）の対象が拡大されます
施行日：令和７年４月１日

改正後 　　　　　　　　　　　　　
●小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能
　に

　改正前
３歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所定
外労働の制限（残業免除）を受けることが可能

③育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます� 施行日：令和７年４月１日

　●�３歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義
　　務化されます。

【名称】
●「子の看護休暇」
【対象となる子の範囲】
小学校就学の始期に達するまで
【取得事由】
●病気・けが
●予防接種・健康診断
【労使協定の締結により除外できる労働者】�
(1)引き続き雇用された期間が６か月未満
(2)週の所定労働日数が２日以下

【名称】
●「子の看護等休暇」
【対象となる子の範囲】
●小学校３年生修了までに延長
【取得事由】（※詳細は省令）
●感染症に伴う学級閉鎖等
●入園（入学）式、卒園式を追加
【労使協定の締結により除外できる労働者】
●(1)を撤廃し、(2)のみに
（週の所定労働日数が２日以下）

④子の看護休暇が見直されます

⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります
施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める日

　●�妊娠・出産の申出時や子が３歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事
　　業主に義務づけられます。

育児・介護休業法、次世代育成支援
対策推進法改正ポイントについて

　令和６年５月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法（次世代法）が改正されました。法改正により、
次世代法の有効期限が令和17年3月31日までに再延長され、次世代育成支援対策の推進・強化が図られます。
　全企業が対象となります。令和７年４月１日より段階的に施行されます。

Ⅰ：育児・介護休業法の改正ポイント
①柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります

施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める日
　●３歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置
　●事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

・事業主は、� ・始業時刻等の変更
　　　　� ・テレワーク等（10日／月）　　　　フルタイムでの柔軟な働き方
　　　　� ・保育施設の設置運営等　　　　　　※テレワーク等と新たな休暇は、原則時間単位で取得�
　　　　� ・新たな休暇の付与（10日／年）　　　可とする。詳細は省令。
　　　　　� ・短時間勤務制度
　の中から２以上の制度を選択して措置する必要があります。（※各選択肢の詳細は省令等）
・労働者は、事業主が講じた措置の中から１つを選択して利用することができます。
・事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
・個別周知・意向確認の方法は、今後、省令により、面談や書面交付等とされる予定です。

②所定外労働の制限（残業免除）の対象が拡大されます� 施行日：令和７年４月１日

改正前
３歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所
定外労働の制限（残業免除）を受けることが可能

改正後
●小学校就学前の子を養育する労働者が請求可
　能に

特　集
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・意向聴取の方法は、省令により、面談や書面の交付等とする予定です。
・�具体的な配慮の例として、自社の状況に応じて、勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制
度の利用期間等の見直し、労働条件の見直し等を指針で示す予定です。
　さらに、配慮に当たって、望ましい対応として、
＊子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること
＊ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること等を指針で示す予定です。

⑥育児休業取得状況の公表義務が�300人超の企業に拡大されます　　　　　　　　　施行日：令和７年４月１日

　従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。
　（現行では、従業員数1,000人超の企業に公表が義務付けられています。）
・公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度（公表前事業年度）における次の①または②の
��いずれかの割合を指します。

①育児休業等の取得割合 ②育児休業等と育児目的

　　育児休業等をした男性労働者の数　　
配偶者が出産した男性労働者の数

育児休業等をした男性労働者の数
＋

小学校就学前の子の育児を目的とした
　　休暇制度を利用した男性労働者の数　　
　　配偶者が出産した男性労働者の数　　

　※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。
　・育児休業（産後パパ育休を含む）
　・�法第23条第２項（３歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措
　　置義務）又は第24条第１項（小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務）の規定に基づく措置と
　　して育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業

⑦介護離職防止のための個別の周知・意向確認、�雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります� 施行日：令和７年４月１日
　●介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
　　（面談・書面交付等による。詳細は省令。）
　●介護に直面する前の早い段階（40歳等）での両立支援制度等に関する情報提供
　●仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
　　（※研修、相談窓口設置等のいずれかを選択して措置。詳細は省令。）
　●要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務
　●介護休暇について、引き続き雇用された期間が６か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

Ⅱ：次世代育成支援対策推進法の改正ポイント
①法律の有効期限が延長されました　　　　　　　　　　　　　　　　　施行日：公布の日（令和６年５月31日）
　令和７年（2025�年）３月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和17�年（2035年）３月31日まで
　に延長されました。
・法律の期限延長にともない、くるみん認定制度も継続されますが、今後、省令により認定基準の一部を見直すこ
　ととしています。
②育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付けられます　　　　　　　施行日：令和７年４月１日
　従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に次のことが義務付けられます。�
　（従業員数�100�人以下の企業は、努力義務の対象です。）
　●計画策定時の育児休業取得状況（※１）や労働時間の状況（※２）把握等（PDCA�サイクルの実施）
　●育児休業取得状況（※１）や労働時間の状況（※２）に関する数値目標の設定
　（※１）省令により、男性の育児休業等取得率とする予定です。
　（※２）�省令により、フルタイム労働者１人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等とする

予定です。
・一般事業主行動計画の内容を変更しようとする場合も同様に状況把握、数値目標の設定を行う必要があります。
・施行日以降に開始（又は内容変更）する行動計画から義務の対象となります。
〇育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法に関するお問い合わせ
　京都労働局　雇用環境均等室　TEL：075-241-3212
〇詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください
　URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html
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中小企業省力化投資補助事業のご案内
　付加価値額向上や生産性向上に効果的な汎用製品を「製品カタログ」から選択・導入することで、中小企業等の
付加価値や生産性の向上、さらには賃上げにつなげることを目的とした補助金です。
　中小企業等事業者は、製品カタログに掲載されている製品を取り扱う販売事業者と共同で交付申請を行います。
�補助対象者
　人手不足の状態にある中小企業等
�補助率等
　カタログに掲載された製品が補助対象となります。また、補助上限額は従業員数ごとに異なります。

補助対象 補助上限額 補　助　率

補助対象としてカタログ
に登録された製品等

従業員数5名以下 200万円（300万円）
1/2以下従業員数6～20名 500万円（750万円）

従業員数21名以上 1,000万円（1,500万円）
※賃上げ要件を達成した場合、（）内の値に補助上限額を引き上げ

補助対象製品のカテゴリ

清掃ロボット 検品・仕分シ
ステム 券売機

タブレット型
給油許可シス
テム

デジタル紙面
色校正装置

印刷用紙高積
装置

近赤外線セン
サ 式 プ ラ ス
チック材質選
別機

配膳ロボット 無人搬送車
（AGV・AMR）

自動チェック
イン機

オ ー ト ラ ベ
ラー 測量機 印刷用インキ

自動計量装置
（順次更新中）

自動倉庫
スチームコン
ベ ク シ ョ ン
オーブン

自動精算機 飲 料 補 充 ロ
ボット 丁合機 段ボール製箱

機

○申請要件・申請方法等の詳細は、以下のサイトをご覧ください。
　中小企業省力化投資補助事業事務局ホームページ　https://shoryokuka.smrj.go.jp/
【応募・申請受付】　
令和6年8月9日より、応募・交付申請は随時受付に変更になりました。
　　申請開始日　　　　令和6年8月9日（金）
　　採択・交付決定　　申請から概ね１～２ヶ月程度を予定
　【お問い合わせ】
　中小企業省力化投資補助事業コールセンター
　電話：0570-099-660　（IP電話からのお問い合わせ先：03-4335-7595）
　お問合せ時間：9:30～17:30／月曜～金曜（土・日・祝日除く）

令和６年度中小企業組合検定　受験対策講習会のご案内
主催　京都府中小企業組合士協会

　令和６年１２月１日（日）に実施される中小企業組合検定試験を受験される方、今後の受験を検討されている方
等を対象に、受験対策講習会を開催しますので、ぜひご参加ください。

【組合会計】※必ず電卓をご持参ください。
日　時　令和６年１０月２２日（火）
　　　　午後６時�～�７時３０分
場　所　京都経済センター３階　３－Ｂ会議室
　　　　（京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78）
講　師　京都府中小企業団体中央会
　　　　連携支援課　係長　鹿島　秀敏

【組合制度・運営講習会】
日　時　令和６年１０月２９日（火）
　　　　午後６時�～�７時３０分
場　所　京都経済センター３階　３－Ｂ会議室
　　　　（京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78）
講　師　京都府中小企業団体中央会
　　　　企画調整課　係長　細見　昇

参加申込　　�１０月１５日（火）締め切り。本会ホームページ「中央会からのお知らせ」より参加申込書をダウン
ロードし、必要事項をご記入のうえFAXにてお申し込みください。（参加料�無料）

　　　　　　
お問合せ　　京都府中小企業組合士協会　事務局　TEL：075-708-3701　FAX：075-708-3725
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7/19　第２回ＣＡＰサミット
　　　　　・懇親会を開催しました！
令和６年７月19日（金）に「第2回CAPサミット・懇親会」を開催。今回は25名もの参加をいただきました。
初めに「CAPサミットとは会員青年部代表者が集まりそれぞれが抱える諸課題について話し合い解決策を創造す
る場である」と鳥見本会長より説明があり、続いて３団体代表者講演として、Colors今江会長、京都府石材業協
同組合石青会佐藤会長、京都府電気工事工業協同組合青年部Decks�清水部長の３名より各青年部の課題やその対
応策についてご講演をいただきました。講演の中では、自身が所属する青年部の現状や課題について赤裸々にお話
いただき、参加いただいた方もそれぞれの立場で、今後の青年部運営について考え・感じるきっかけとなりました。
その後５テーブルに分かれて、「未来の組合ビジョン」「コミュニケーションの向上策」についてディスカッショ
ンを行いました。最後の発表では“青年部のメリットを感じてもらうためにはどのようにするべきか考えていく必
要がある”や“家族も参加できる事業を開催すると会員の家族も楽しめる”などそれぞれの想いが言葉となって熱い
議論がなされました。
その後は京青中恒例の懇親会！普段話す機会の少ない様々な業種の方と交流できるのが当会の魅力。前半のディ
スカッションで熱い言葉を交わした方々も、懇親会会場では笑いあえる楽しい懇親会となりました！
今回ご参加いただいた方々、誠にありがとうございました！！少しでも興味のある方はぜひご参加ください！お
待ちしています！

Colors 京都府石材業協同組合石青会 京都府電気工事工業協同組合青年部
Decks

今江会長 佐藤会長 清水部長
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業界景況天気図 概　　　　況

全　体 6月�→�7月
　　

　物価高による内需の低迷を背景に景気は足踏みしており、回復の兆しが見えない状況が続いている。また、
人件費の高騰や人手不足を要因に廃業・倒産する中小企業が増えており、対策の一つとして外国人労働者の
受け入れが加速している。新型コロナウイルスにおいては感染者が増加傾向にあり、第11波の到来に備え
て対策を講じる必要がある。

製造業

6月

↓
7月

繊維工業
　　

　物価の高騰により消費者の節約志向も高まり、和装需要の縮小が加速して安定した受注が見込めない中、
採算性が悪化している。また、京友禅の量産を支えてきた分業工程を担う職人の高齢化・引退により、生産
体制が更に弱体化しており将来が見通せない。これまで京友禅の需要を根強く支えてきた振袖も受注が減少
し、今後は更なる廃業も危惧される。

出版・印刷
　　

　価格転嫁は進んでいるが、資機材の値上がりと同等までは難しい状況である。また、人を募っても集まら
ない傾向にある一方、新卒の採用人数はこの数年来ずっと減少傾向にある。最低賃金対応も進んでいるが、
経営への負担は免れない。

鉄鋼・金属
　　

　前年同月と比べると業界の現況は横ばいであるが、先月と比べると受注が増えて設備操業度が上がり、収
益状況が少し上向きになった。

一般機械等
　　

　現在の業界の景況は一向に回復せず、物価高騰による資材の値上げや人件費の高騰が企業の経営状態を悪
化させている。また、組合員企業から「在庫を作りすぎて売上が減っている」、「今後の売上の見通しが立た
ない」や「中国からの仕事が減っている」等の意見を伺っている。

その他製造業
　　

　小康状態にあった新型コロナウイルス感染症が再拡大しており、負荷対応で支障をきたしている事業所が
増加している中、熱中症を含め職場における安全衛生対策に注力している。慢性的な人材難の状況のなか工
程の合理化・省力化を図り、生産性向上を目途とする設備投資が再検討され始めている。

非製造業

6月

↓
7月

卸　　売
　　

　鮮魚の対前月比買受数量は5.5％減少したが、買受額は6.6％増加している。漁獲量の減少が魚価高騰に
拍車をかけ、kg単位は172円に上昇した。また、従業員は対前月同月比で11名増加し、外国人雇用者が増
えている。

小　　売
　　 �

　業界全体では非常に良くない状況が続いている。売れ筋の低価格商品の輸入食肉は円安の影響から高値の
状態が続き、豚肉も価格相場が例年より高く、利益が出ない会社が多い。一方、高価格の国産和牛は消費が
伸びず、相場が低迷し続けている。このままでは畜産農家に大きな打撃を与え、離農される方も出るのでは
ないか心配される。

商 店 街
　　

　京都の梅雨入りは遅く、平年より短い梅雨であった。祇園祭も酷暑の中、無事に執り行われ国内外多くの
観光客の来街があった。そのような中、旅館・ホテルの宿泊料高騰と飲食代の値上がりは勿論、物価全体の
高騰も続き家計は苦しい状況であった。しかしながら、インバウンドによる恩恵を受けている業種が多く出
ている事も事実である。

サービス
　　 �

　2024年10月には電子制御機能の安全・安定を図るOBD車検が控えており、新制度や新技術への対応が
必要である。自動車整備業界において中小企業者は車の著しい進化に取り残されないよう努力していかなけ
ればならない。また、人手不足の対応として外国人労働者が重要になっている。

建　　設
　　

　建築資材の価格高騰に関する全国調査が行われ、当調査によると「新築・リフォーム工事の値上がり率は
約1割～2割」や「顧客に提示する見積り価格に影響が出ているのは約9割」であった。一方「賃金を引き上
げたのは5割弱」や「法定通りの労働時間の管理をしているのは約6割」となっている。若年労働者を確保
し人手不足を解消するには、安心して働き続けられる環境への努力が求められる。

運　　輸
　　

　7月の売上は昨年に比べて僅かに減少している。街頭の様子は相変わらずインバウンドが多く、逆に国内
観光客は酷暑やオーバーツーリズムの影響で少ないように思える。また、新型コロナウイルスにおいては、
KP3株の流行により第11波の到来といわれ、タクシー乗務員には手洗い・消毒に加え、車内換気とマスク
着用を励行するよう指導している。

■物価高に加えて感染再拡大の懸念強まる
中小企業団体情報連絡員7月分報告より【前年同月比】京都経済お天気

快晴
� DI値�40以上

晴れ
� 20〜40未満

くもり
� 20未満〜△20未満

小雨
� △20〜△40未満

雨
� △40以上

※�DIとは、Diffusion�Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、好転（増加・上昇）したとする割合から、悪化（減少・低下）
したとする割合を差し引いた値です。
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表紙タイトル「協同」背景色は、京都府印刷（工）が京にゆかりのある名前を
付した12色を創作したうちの「紫式部色」です。
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